
国
立
国
会
図
書
館
職
員
表
彰
内
規 

（
平
成
四
年
六
月
三
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
五
号
） 

改
正 

平
成 

 

八
年 

五
月 

十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号 

同 
 

十
一
年
十
二
月 

十
六
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第
八
号 

同 
 

十
四
年 

三
月
三
十
一
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第
四
号 

同 
 

十
九
年 

三
月
二
十
八
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第
二
号 

同 

二
十
一
年 

四
月 

 

一
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第
四
号 

同 
二
十
二
年 

三
月
三
十
一
日
同 

 
 
 
 
 
 
 

第
一
号 

 

（
通
則
） 

第
一
条 

国
立
国
会
図
書
館
（
以
下
「
館
」
と
い
う
。
）
の
職
員
（
以
下
「
職

員
」
と
い
う
。
）
の
表
彰
に
つ
い
て
は
、
こ
の
内
規
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 

（
表
彰
の
種
類
） 

第
二
条 

表
彰
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

永
年
勤
続
表
彰 

二 

特
別
表
彰 

２ 

永
年
勤
続
表
彰
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
で
勤
務
成
績
の
良
好
な
も

の
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
行
わ
な
い
。 

一 

職
員
と
し
て
二
十
年
以
上
勤
続
し
た
者 

二 

職
員
と
し
て
三
十
五
年
以
上
勤
続
し
た
者 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
別
に
定
め
る
者 

３ 

特
別
表
彰
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
職
員
に
つ
い
て
行
う
。 

一 

館
の
業
務
運
営
に
関
し
、
有
益
な
研
究
、
考
案
又
は
改
善
等
を
行
い
顕

著
な
功
績
を
あ
げ
た
も
の 

二 

災
害
そ
の
他
の
困
難
な
状
況
の
下
で
職
務
上
顕
著
な
功
績
を
あ
げ
た
も

の 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
の
職
員
の
模
範
と
な
る
行
為
の

あ
っ
た
も
の 

（
表
彰
権
者
） 

第
三
条 

表
彰
は
、
館
長
が
行
う
。 

（
表
彰
の
方
法
） 

第
四
条 

表
彰
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
表
彰
状
を
授
与
し
て
行
う
。 

２ 

表
彰
に
は
、
副
賞
を
添
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
表
彰
の
期
日
等
） 

第
五
条 

表
彰
は
、
館
の
開
館
記
念
日
（
六
月
五
日
）
に
行
う
。 

２ 

特
別
表
彰
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

随
時
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
条 

表
彰
さ
れ
る
べ
き
者
が
表
彰
前
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
と
き
は
、

表
彰
は
、
退
職
の
日
又
は
生
前
の
日
に
行
う
。 

２ 

表
彰
さ
れ
る
べ
き
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
表

彰
さ
れ
る
と
き
は
、
表
彰
状
及
び
副
賞
は
、
そ
の
遺
族
に
授
与
す
る
。 

（
表
彰
審
査
委
員
会
） 

第
七
条 
表
彰
に
関
し
必
要
な
審
査
を
行
う
た
め
、
館
に
表
彰
審
査
委
員
会

（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

第
八
条 

委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
委
員
若
干
人
で
組
織
す
る
。 



２ 

委
員
長
に
は
、
副
館
長
を
充
て
る
。 

３ 
委
員
は
、
部
局
の
長
、
関
西
館
長
及
び
国
際
子
ど
も
図
書
館
長
並
び
に
総

務
部
総
務
課
長
及
び
総
務
部
人
事
課
長
を
も
っ
て
充
て
る
。 

（
表
彰
の
除
外
） 

第
九
条 

国
会
職
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
）
そ
の
他
の
法
令

の
規
定
に
よ
る
懲
戒
処
分
を
受
け
た
者
は
、
表
彰
し
な
い
。
た
だ
し
、
懲
戒

処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
若
し
く
は
免
除
さ
れ
た
者
又
は
処
分
後
相
当
の
期

間
を
経
過
し
た
者
で
委
員
会
に
お
い
て
情
状
酌
量
す
べ
き
と
認
め
ら
れ
た
も

の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
表
彰
の
推
薦
） 

第
十
条 

部
局
の
長
、
関
西
館
長
若
し
く
は
国
際
子
ど
も
図
書
館
長
又
は
総
務

部
の
各
課
の
長
は
、
所
属
の
職
員
で
特
別
表
彰
に
値
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
が
あ
る
と
き
は
、
功
績
そ
の
他
表
彰
す
べ
き
事
由
を
記
載
し
た
書
面
を

も
っ
て
総
務
部
人
事
課
長
に
推
薦
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
掲
げ
る
推
薦
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
委
員
会
の
審
査
に
付

す
る
も
の
と
す
る
。 

（
表
彰
の
事
務
） 

第
十
一
条 

表
彰
に
関
す
る
事
務
は
、
総
務
部
人
事
課
で
行
う
。 

（
運
用
の
細
部
） 

第
十
二
条 

こ
の
内
規
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
内
規
は
、
平
成
四
年
六
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
国
立
国
会
図
書
館
職
員
表
彰
内
規
（
昭
和
三
十
五
年
国
立
国
会

図
書
館
内
規
第
六
号
）
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
表
彰
は
、
こ
の
内
規
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
八
年
五
月
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
国
立
国
会
図
書
館
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平

成
八
年
国
立
国
会
図
書
館
規
程
第
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 

（
施
行
の
日
＝
平
成
八
年
五
月
十
一
日
） 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
一
年
十
二
月
十
六
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
八
号
）
抄 

１ 

こ
の
内
規
は
、
国
立
国
会
図
書
館
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

規
則
（
平
成
十
一
年
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。 

 
 
 
 
 

（
施
行
の
日
＝
平
成
十
二
年
一
月
一
日
） 

 
 
 

附 

則
（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
十
九
年
三
月
二
十
八
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
二
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
四
号
）
抄 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
内
規
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
一
号
） 

 

こ
の
内
規
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


